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　平成２０年度及び２１年度に受けた検診については、自動的に受診票を送付いたします。新たに
受診を希望する検診のみ、申し込みが必要となります。また、次年度２０歳（女性のみ）、３０歳、
４０歳になる方は、新たに検診の対象者となりますので、個別に申し込み案内を送付いたします。
詳細は来月号でお知らせいたします。
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　こんにちは、健康管理センターです。全身の体脂肪測定を行います。身体各部の体脂肪率・推定筋肉
量を測定することができるものになっています。部位別の筋肉量がわかるので、ご自身のトレーニング
の効果をみることも出来ます。これからのからだづくりの指標として、ぜひお役立て下さい。

測定日時　　平成22年２月17日（水）午後13時30分～15時00分
　　　　　　または、 ２月19日（金）午前 ９時00分～10時30分
測定場所　　いきいきセンター１階検診室（診療所受付右隣の部屋）
対 象 者 　　18歳～70歳くらいの方で、立位を保持し、両手でハンドルを握ることが可能な方。
　　　　　　ペースメーカーを装着されている方は測定できません。
注 意 点 　　裸足で計測器に乗ります。その場ですぐ着脱できる靴下（ストッキングも不可。）
　　　　　　を履いてお越しください。時計、指輪、ネックレス等は外してください。

どんなことがわかるの？　
　★体脂肪率……………体重に対して脂肪がどれだけあるかを示したもの。
　★内臓脂肪レベル……体脂肪の中で、特に内臓まわりについた脂肪の量を数段階で表示。
　　　　　　　　　　　このレベルが高いほど、生活習慣病のリスクが高まる。
　★基礎代謝量…………体温維持や呼吸など生命維持に必要なエネルギー消費量のこと。
　　　　　　　　　　　基礎代謝量が高いほど太りにくい身体といえる。
　★筋肉量………………同じ体重でも筋肉量が多い人は基礎代謝は高くなる！

全身の体脂肪測定をしてみませんか？全身の体脂肪測定をしてみませんか？
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お知らせ

【問い合わせ先　　健康管理センター　℡３６５・１３９９】

平成２２年度各種検診の申し込みについて平成２２年度各種検診の申し込みについて

平成２２年４月から身体障害者手帳の対象者に
「肝臓機能障害」が追加されます

■後期高齢者医療制度では■
　平成２２年４月１日以降、肝臓機能障害に係る１級から３級までの身体障害者手帳の交付を受けている６５
歳から７４歳までの方について、新たに後期高齢者医療制度の障害認定の対象となります。
　また、身体障害者手帳の交付を受けていない方でも、肝臓機能障害で障害年金（１級・２級）を受給してい
れば、後期高齢者医療制度の障害認定の対象となります。
●詳しくは…「県政だより２月号」に掲載されていますので、そちらもあわせてご覧ください。

○認定基準 ※１ に該当する肝臓機能障害のある方
○肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方
　身体障害者手帳の交付対象者の大まかな目安としては上記のとおりですが、ご自身の症状及び状
態が手帳の交付対象に該当するかどうかについてのご相談は、かかりつけの医師等にお尋ねください。

対
象
者

　交付申請の受付は、平成２２年３月１日から開始し、４月１日から手帳が交付されます。
　なお、申請書に添付する肝臓機能障害用の「診断書・意見書」は、福祉課にてお渡ししております。
申請書、診断書・意見書は指定の様式のものに限り受付ますので、必要な方はお申し出ください。
○申請書、診断書・意見書、写真（たて４㎝×よこ３㎝）を役場福祉課に提出してください。

手
続
き

お知らせ
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明和設備工業㈱   
新栄建材㈲�
松岡建設㈱�
菊池重機建設㈱�
㈲高崎工務店�
駒田水道㈱��
伊藤管機工業㈱�   
養三興業㈱�
㈱中村組�   　
㈱伊藤水道建設�
㈲藤田建築�
㈲カワムラ建設
第一建設㈱�
㈱ヤマダ設備工業
朝明工務店�
長島建設�
美富士建設㈱
丸成工業㈲�
㈲ワタナベ住設  
清水建設左官工業
早川設備工業㈱  
㈲桑名設備��  
㈲明和住宅設備 
㈲三愛岐�
㈲ワイエスケー
市原工業㈱ 
㈲松井設備�
㈱後藤パイピング
栗原設備工業㈲ 
㈲前川工業� 
日幸設備工業㈲ 
中山工業㈱�  
中村設備�
㈲池弥屋
㈲藤田水道�
㈲加藤設備管工
㈲松林設備  
㈱三重物産� 
房都設備   
兼子設備

363 - 7676
364 - 2325
365 - 2171
364 - 2131
365 - 6509
365 - 5026
345 - 1351
364 - 4311
337 - 2222

（0594） 23 - 2367
365 - 9016
365 - 2755
364 - 7000

 364 - 2937
364 - 6099

 377 - 4534
364 - 1700
354 - 9800
377 - 2180
382 - 0070
363 - 1188

（0594） 45 - 1092
365 - 9092

（0594） 76 - 0550
321 - 4141

（0594） 23 - 8052
 322 - 1585

（0594） 22 - 1513
374 - 0222
394 - 1623

（0594） 33 - 1883
326 - 0131

（0594） 46 - 2698 
399 - 3555

（0594） 77 - 0402
366 - 2545
353 - 3345

（0594） 21 - 3476
326 - 0291
365 - 5575

四日市市山分町469-1 
川越町大字亀崎新田17-2  
川越町大字亀崎新田51-1   
川越町大字亀崎新田52-12
川越町大字豊田340-1
川越町大字南福崎285
四日市市海山道町3丁目928-1   
川越町大字南福崎311-4  
四日市市あかつき台2丁目 1-192  
桑名市大字小貝須2100
川越町大字当新田647   
川越町大字高松181
川越町大字南福崎90   
四日市市南富田町4‐36
川越町大字北福崎101-2   
朝日町大字埋縄1195‐8  
四日市市下之宮町225-1   
四日市市芝田2丁目4-22
朝日町大字小向755-2   
鈴鹿市十宮2丁目4-16 
四日市市松寺2丁目6-5
桑名市長島町横満蔵338
四日市市松寺1丁目6-22
員弁郡東員町大木3981　
四日市市小林町3025-290   
桑名市西汰上2216  
四日市市日永西1丁目7-1
桑名市大字稗田756
鈴鹿市石薬師町571-75 
菰野町大字宿野78 
桑名市大字五反田多々星1951-1   
四日市市赤水町1440-1   
いなべ市藤原町西野尻586 
菰野町大字永井3075-96 
いなべ市大安町大字南金井899
四日市市広永町70-3 
四日市市中川原1丁目12-2
桑名市大字大福394 
四日市市西坂部町2489-1
川越町大字豊田1010-2   

増田設備
㈱コスモ
㈱三重水道センタ－
㈲野口設備�  
㈲タケスイ設備   
福田左官店
㈱ツカサ�
イトウ設備 
㈲平濱�
㈱矢野組�   
㈱エヌ・ピー・シー  
㈱増川配管設備   
㈲松本水道�
㈲アイエス設備工業�
㈲幸工業�   
㈱高芝組�
㈱松尾住設�
㈲丹和設備

菰野町大字小島3331 
桑名市大字播磨2545  
四日市市大矢知町2091-1   
四日市市生桑町31-1
桑名市大字和泉609-3
川越町大字高松695
四日市市日永5丁目12-17 
四日市市小杉新町167
川越町大字当新田770   
朝日町大字小向736 
川越町大字豊田一色353-1
津市河芸町千里ヶ丘38-7 
松阪市早馬瀬町188
桑名市多度町柚井1692
四日市市羽津4528
四日市市河原田町472-1
四日市市尾平町2943-7
桑名市大字福地252-1　

396 - 0838
（0594） 22 - 2211

364 - 0299
333 - 9660

（0594） 27‐5535
365 - 9407
346 - 7722
332 - 9357
365 - 7778
377 - 2636
365 - 7100

（059） 245 - 3330
（0598） 28 - 2824
（0594） 48 - 2987

332 - 7050
347 - 2841
331-1669

（0594） 24 - 4375

※１　認定基準
　主として肝臓機能障害の重症度分類であるChild－Pugh 分類によって判定します。
　３カ月以上、グレードＣに該当する方が、概ね身体障害者手帳の交付対象となります。
　ただし、診断前の６カ月間にアルコールを摂取している方等は対象とはなりません。
※Child－Pugh 分類
　肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値に
　よって肝臓機能障害の重症度を評価します。

問い合わせ先　福祉課　℡３６６・７１１６


